


（参考）その他の制度 

１ 授業料減免制度 

名称 対象 要件 減免額 

高等教育修学支援

新制度 
(国) 

学部生 

・所得要件（非課税又は準じる） 
・国籍要件（日本国籍等） 
・期間要件（2 浪まで） 
・一定の学業条件 

・第Ⅰ区分（～300 万円）全額免除 
・第Ⅱ区分（～400 万円）2/3 免除 
・第Ⅲ区分（～460 万円）1/3 免除 
※（  ）内は年収目安 

授業料減免 
(本学) 

学部生 
大学院生 

次のいずれか 
・住民税非課税＋一定の学業条件 
・家計急変＋一定の学業条件 
※ただし、新入生は除く 

1/2 免除 

料高


